
 

石川県経営安定支援融資制度要綱 

 

１ 目的 

この制度は、県内中小企業者が産業構造の変革、経済環境の変化等により経営の安定に支障を生じてい

るために要する資金を円滑に供給し、県内中小企業者の経営の安定に資することを目的とする。 

２ 融資対象 

次のいずれかに該当するものとする。 

(1) 一般分 

次の要件のいずれかに該当し、中長期的に業況の回復が見込まれるものとして、商工会議所、商工会、

石川県中小企業団体中央会又は公益財団法人石川県産業創出支援機構（以下「商工会議所等」とい

う。）が認定したもの。ただし、石川県中小企業団体中央会の認定は、組合に係るものに限る（以下同様と

する。）。 

① 最近３か月間の売上高が前年同期の売上高に比して１０％以上減少していること。 

② 最近６か月間の売上高が前年同期の売上高に比して５％以上減少していること。                                                         

③ 今期事業年度において、税引前利益で欠損金を生ずることが見込まれること。 

④ 前期事業年度において、税引後利益で欠損金を生じていること。ただし、決算終了月より６か月以内

の申請の場合に限る。 

(2) 再生支援分 

経営の安定に支障を生じ、商工調停士又は公益財団法人石川県産業創出支援機構（石川県中小企業

再生支援協議会を含む。以下同様とする。）の支援チーム（以下「商工調停士等」という。）の指導を受けて

いる者であって、次のいずれにも該当するもの 

① 次のいずれかに該当するもの 

ア 最近３か月の月平均売上高が、過去３年同期の月平均売上高のうち最大の売上高に比して１０％

以上減少していること。 

イ 今期事業年度において、税引前利益で欠損金を生ずることが見込まれること。 

ウ 前期事業年度において、税引後利益で欠損金を生じていること。ただし、決算終了月より６か月以

内の申請に限る。 

エ 債務超過であること。 

② 取引金融機関等の支援体制が確保されているもの 

③  商工調停士等の指導により、経営の危機を克服する見込みのもの 

④ 経営改善計画の概要（別記様式第３）を作成しているもの 

(3) 資金繰り支援分 

次のいずれにも該当するものとして、商工会議所等が認定したもの 

① 融資申し込み時点において、県の制度金融に係る既往債務（石川県信用保証協会（以下「保証協

会」という。）の保証付き債務に限る。以下同じ。）が存在するもの。ただし、平成２０年１１月１２日から令和

７年３月３１日までの間は、「県の制度金融」とあるのは「県の制度金融又は県の制度金融以外の金融機



 

関の融資」とする（３の(2)の①において同じ。）。 

② (1)又は(4)に該当するもの 

③ 適切な事業計画を有しているもの 

④ 中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第５項各号のいずれかの基準に基づいた市

町長の認定書を有しており、経営安定関連保証を利用可能なもの 

３ 資金の使途 

(1) 一般分及び再生支援分 

経営の安定に必要な運転資金 

(2) 資金繰り支援分 

① 県の制度金融に係る既往債務の借り換えに要する資金 

② ①の借り換えと併せて行う２の(3)の③の事業計画を達成するために必要な事業資金（①の金額と同額

以下） 

４ 融資条件 

(1) 融資限度額 

① 一般分 

融資の最高限度額は、８，０００万円とする。 

② 再生支援分 

融資の最高限度額は、８，０００万円とする。 

③ 資金繰り支援分 

融資の最高限度額は、８，０００万円とする。ただし、知事が特に認めた場合は、２億８千万円とする。 

(2) 融資期間 

① 一般分 

融資期間は、７年以内（うち据置は２年以内）とする。 

② 再生支援分 

融資期間は、７年以内（うち据置は２年以内とし、固定金利）又は１０年以内（うち据置は２年以内とし、

変動金利）とする。 

③ 資金繰り支援分 

融資期間は、７年以内（うち据置は１年以内とし、固定金利）又は１０年以内（うち据置は１年以内とし、

変動金利）とする。 

 (3) 担保 

① 一般分 

取扱金融機関の所定の扱いによる。 

② 再生支援分 

原則として無担保とする。 

③ 資金繰り支援分 

保証協会の所定の扱いによる。 

(4) 保証人 



 

取扱金融機関の所定の扱いによる。 

ただし､資金繰り支援分については､保証協会の所定の扱いによる｡ 

５ 信用保証 

付保については、取扱金融機関の所定の扱いによる。 

ただし、再生支援分及び資金繰り支援分については、保証協会の保証を付すものとする。 

６ 認定の手続等（一般分、資金繰り支援分） 

認定を受けようとする者は、認定申請書（別記様式第１）を２部、商工会議所等に提出するものとする。 

７ 融資の申込手続 

融資を受けようとする者は、借入申込書（別記様式第４）に、この要綱及び石川県制度金融通則５に定める

商工会議所等の認定書の写し（再生支援分の場合は、商工会議所、石川県商工会連合会又は公益財団法

人石川県産業創出支援機構の推薦書（別記様式第２）及び経営改善計画の概要（別記様式第３））を添付の

うえ、取扱金融機関に申し込むものとする。 

８ 期中管理 

(1) 申込中小企業者が、中小企業信用保険法第２条第５項第４号（新型コロナウイルス感染症に係るものに 

限る。）の特定中小企業者であって、信用保証協会から保証承諾を受けた場合、取扱金融機関は、貸付 

を実行した日から５年にわたり、モニタリングを行うものとする。 

(2) 取扱金融機関は、半期に一度、信用保証協会に対し、モニタリング内容を電子媒体で報告するものと 

  する。 

(3) 取扱金融機関は、半期末時点における中小企業者の直前の決算が償却前経常利益黒字かつ資産超 

  過である場合、当該中小企業者に係る報告内容の記載を省略することができるものとする。 

(4) 取扱金融機関が上記(2)の報告を行わなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時にそ 

  の理由を記載した書面を提出するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別記様式第１） 

  年  月  日  

 
（商工会議所・商工会・石川県中小企業団体中央会・公益財団法人石川県産業創出支援機構） 

 

               様 

 

 
所 在 地 

(住 所) 

企 業 名 

代表者名                   

 

石川県経営安定支援融資に係る融資対象者の認定申請書 

 

 

 

石川県経営安定支援融資制度要綱に基づき、経営安定支援融資 

 
 

 

一 般 分 

資金繰り支援分 

 

 

 

の対象要件 

に該当することについて認定を受けたいので申請します。 

 
石川県経営安定支援融資に係る融資対象者の認定書 

 

 

上記の者は、石川県経営安定支援融資制度要綱２の 

 
 
 

(1)

(2)

 
 
 

一 般 分 

資金繰り支援分 

 

の対象要件に該当 

するものとして認定します。 

 

    年  月  日 

 

 

（商工会議所・商工会・石川県中小企業団体中央会・公益財団法人石川県産業創出支援機構） 

 

                                           

 
（注意事項） 

 この認定を受けた後、取扱金融機関への借入れ申込み及び融資審査を経ることが必要です。また、保証付き借入れ

の場合には、加えて石川県信用保証協会の保証審査を経ることが必要です。 



 

（一般分） 

 

                      申込事業者名                 

 

１ 借入れ申込みの内容 

申込金額 千円 

借入予定時期 年   月   日 

取扱金融機関（支店）名  

具体的資金使途  

 

２ 今後の売上げの回復の見込み 

    売上高 

前年度実績 年  月  日 ～ 年  月  日 千円 

 年  月  日 ～ 年  月  日 千円 

 年  月  日 ～ 年  月  日 千円 

 年  月  日 ～ 年  月  日 千円 

 年  月  日 ～ 年  月  日 千円 

 年  月  日 ～ 年  月  日 千円 

 

３ 売上げの状況 

  (1)～(3)のうち、該当する項目の数字を○で囲むこと（原則として、次のいずれかに該当することが  

必要）。 

(1) 売上げが減少している。 

売上高減少率      ％ 

 

 Ｂ－Ａ 
× １００ ≧ 

１０ 
％ 

 

 Ｂ ５  

      

 Ａ：申込み時点における最近  か月間の売上高 

     年   月 ～    年   月 千円 

 Ｂ：Ａの期間に対応する前年の  か月間の売上高 

     年   月 ～    年   月 千円 

 

 



 

(2) 今期事業年度において、税引前利益で欠損金を生ずることが見込まれること。 

   年   月期における欠損金          千円 

 

(3) 前期事業年度において、税引後利益で欠損金を生じていること（決算終了月から６か月以内の申

請の場合に限る。）。 

   年   月期における欠損金          千円 

 

 

(注) １ いずれの場合においても、直近の決算書２期分（写し）を添付すること。 

２ (1)を選んだ場合においては、試算表を添付すること。 

３ (2)を選んだ場合においては、決算見込みを添付すること。 



 

（資金繰り支援分） 

                          申込事業者名              

１ 借入れ申込みの内容 

① 融資対象既往借入金の状況 

 金融機関名 

(県の融資制度名) 
借入日 当初借入額 現在残高 月返済額 最終期日 

  

( ) 
年 月 日 

千円 千円 千円 

年 月 日 

  

( ) 
年 月 日    年 月 日 

  

( ) 
年 月 日    年 月 日 

  

( ) 
年 月 日    年 月 日 

  

( ) 
年 月 日    年 月 日 

  

( ) 
年 月 日    年 月 日 

 小      計 
(A) (C)      

② 増額借入希望額 (B) 千円 (D) 千円 回返済 

 （具体的な使途：                                ） 

③ 借入申込額（①と②の合計） 
(A+B) 

千円 
(E) 

千円 年 月 日 

 

２ 今回の借入れによる効果 

① 新規借入れを伴わない場合（同額借換） 

(C)－(E) ＝ 千円(F) （＝毎月の返済負担軽減効果） 

(F)×１２ ＝ 千円(G) （＝年間の返済負担軽減効果） 

② 新規借入れを伴う場合  

(C)＋(D) ＝ 千円(H) （＝新規借入れのみをした場合の毎月返済額) 

(H)－(E) ＝ 千円(I) （＝毎月の返済負担軽減効果） 

(I)×１２ ＝ 千円(J) （＝年間の返済負担軽減効果） 

 



 

 

３ 今後計画的に取り組む事項（次の項目のうち該当するものを○で囲み、具体的に記載してください｡） 

  (1) 売上げ・受注の増加を図る       (2) 収益性の向上を図る       (3) その他 

 

 

４ 経営の実績及び見込み 

 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 借入金返済額 

前年度実績    年  月期 
千円 千円 千円 千円 千円 

今年度見込み  年  月期      

翌年度見込み  年  月期      

 

５ 売上げ等の状況 

(1)～(４)のうち該当する項目の数字を○で囲むこと (原則として、次のいずれかに該当することが必

要)｡ただし、(1)又は(4)に該当する場合は、中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第５

項第５号規定による市町長の認定を受け、当該認定書の写しを添付する場合は記入を省略することが

できるものとする。 

 

(1) 売上高等が減少している。        減少率      ％ 

 Ｂ－Ａ  

× １００ ≧ 

１０ 

５ 

３ 

％ 

 

 Ｂ  

      

 Ａ：申込み時点における最近  か月間の売上高等 

     年   月 ～    年   月  円 

 Ｂ：Ａの期間に対応する 前 年 の  か月間の売上高等 

     年   月 ～    年   月 円 

 

(2) 今期事業年度において、税引前利益で欠損金を生ずることが見込まれること。 

   年   月期における欠損金              円 

 



 

 

(3) 前期事業年度において、税引後利益で欠損金を生じていること（決算終了月から６か月以内の申

請の場合に限る。）。 

   年   月期における欠損金              円 

 

(4) 原油・原材料価格の高騰により経営の安定に支障を生じている。 

 

 ① 原油等が売上原価に占める割合 

Ａ：売上原価                                 円 

Ｂ：Ａに対応する原油等の仕入価格                       円 

Ｂ／Ａ×１００ ≧ ２０％                           ％ 

 

② 原油等の仕入価格の上昇 

Ａ：原油等の最近１か月間における平均仕入れ単価                円 

Ｂ：Ａの期間に対応する前年１か月間の平均仕入れ単価              円 

（Ａ－Ｂ）／Ｂ×１００≧ ２０％                        ％ 

 

③ 製品等価格への転嫁の状況 

Ａ：最近３か月間の原油等の仕入価格                      円 

Ｂ：最近３か月間の売上高                           円 

Ｃ：Ａの期間に対応する前年３か月間の原油等の仕入価格             円 

Ｄ：Ｂの期間に対応する前年３か月間の売上高                  円 

（Ａ／Ｂ）－（Ｃ／Ｄ）＞ ０                          ％ 

 

 

 

 

 

 

 

(注) １ いずれの場合においても、直近の決算書２期分（写し）を添付すること。 

２ (1)を選んだ場合においては、試算表を添付すること。 

３ (2)を選んだ場合においては、決算見込みを添付すること。 



 

（別記様式第２） 

 

年  月  日  

 

（金融機関） 

               様 

 

商工会議所会頭、石川県商工会連合会長 

又は公益財団法人石川県産業創出支援機構理事長 

                          

 

 

石川県経営安定支援融資（再生支援分）に係る推薦書 

 

下記の者は、石川県経営安定支援融資制度による融資に適するものと認められるので推薦します。 

 

記 

 

１ 事業所名 

 

 

２ 所在地 

 

 

３ 主たる事業内容 

 

 

４ 借入希望額 

 

 

５ 担当者名 

（商工調停士又は公益財団法人石川県産業創出支援機構（石川県中小企業再生支援協議会を含む。）の支援チームの指導者） 

 

 

６ その他 

 

※商工調停士又は公益財団法人石川県産業創出支援機構（石川県中小企業再生支援協議会を含む。）の支援チームの指導者による 

所見を添付 



 

（別記様式第４） 

 

    年  月  日  

 

（金融機関） 

              様 

 

所 在 地 
(住 所) 

企 業 名 

   代表者名                    

 

 

石川県経営安定支援融資借入申込書 

 

上記資金の借入れをしたいので、石川県経営安定支援融資制度要綱に基づき、（認定書（写し）、

推薦書）を添付して下記のとおり申し込みます。 

 

記 

 

           申込金額  金              円  

 

 

 

ただし、  

一 般 分 

再 生 支 援 分 

資金繰り支援分 

 

 

として 

 

           償還方法  分 割（   カ月） 

 

           保 証 人 （住所、氏名、職業） 

 

 

 

 

 



 

（別記様式第５） 

年  月  日  
 

石川県知事      様 

           （金融機関名）               
 

石川県経営安定支援融資実行通知書 
一  般  分 

再 生 支 援 分 

資金繰り支援分 

 
 
 

企 業 名 

(組合名) 
 所 在 地  

代表者名  

業  種 

1 製造業     2 建設業 

3 卸小売業    4 飲食業 

5 運送業     6 サービス業 

7 その他（          ） 

資 本 金 
(法人のみ) 

円 

業務内容 
(主要取扱品目等具体的に) 

融資実行金額 円 

融資利率 

％ 

※再生支援分、資金繰

り支援分の場合 

（固定・変動） 

融資期間 年  月  日 ～ 年  月  日 （   年   カ月間） 

うち 
据置期間 年  月  日 ～ 年  月  日 （   年   カ月間） 

償還方法 年  月  日から 
毎月ごとに 

ごとに 
円返済 

担  保 有 ・ 無 
信用保証 

(種別に○印) 
有 

 
一般保証 

経営安定関連１号～４号または６号 

経営安定関連５号 

経営安定関連７号・８号 

 

・ 無 

備  考 

（資金の使途を具体的に記入して下さい。） 

 

 

認定・推薦機関名               

認定・推薦年月日      年  月  日  

(注) １ 本店でとりまとめのうえ送付すること。 

２ 標記の融資制度で該当するものを○で囲むこと。 
取扱支店名  

 


